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条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃
止

●
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
給
与

等
の
改
正

（
第
53
号
議
案
）

　

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
国
の

給
与
改
定
に
準
じ
て
、
給
与
改

定
及
び
勤
勉
手
当
又
は
期
末
手

当
の
引
き
上
げ
を
行
い
ま
す
。

　

一
般
職
員
の
勤
勉
手
当
、
特

定
任
期
付
職
員
、
議
員
、
市
長
、

副
市
長
及
び
教
育
長
の
期
末
手

当
に
つ
い
て
、
令
和
元
年
12
月

の
支
給
割
合
と
令
和
２
年
６
月

以
後
の
支
給
割
合
を
改
定
し
ま

す
。

　

ま
た
、
行
政
職
給
料
表
、
医

療
職
給
料
表
及
び
特
定
任
期
付

職
員
の
給
料
表
を
改
定
し
ま
す
。

　

住
居
手
当
に
つ
い
て
は
、
月

額
１
万
６
０
０
０
円
（
現
行
１

万
２
０
０
０
円
）
を
超
え
る
家

賃
を
支
払
っ
て
い
る
職
員
に
対

し
て
支
給
す
る
と
し
、
ま
た
、

住
居
手
当
の
算
定
方
法
を
改
め

ま
す
。

●
総
務
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

平
成
31
年
４
月
適
用
の
プ

ラ
ス
勧
告
に
よ
る
給
与
改
定
、

勤
勉
手
当
の
プ
ラ
ス
０
・
０
５

月
分
の
改
定
の
影
響
額
は
い
く

ら
か
。

答　

年
額
で
３
２
５
１
万
円
の

増
額
と
試
算
し
て
い
ま
す
。
内

訳
は
給
料
が
８
４
４
万
円
、
勤

勉
手
当
等
が
２
０
４
１
万
円
、

共
済
費
が
３
６
６
万
円
で
す
。

問　

令
和
２
年
４
月
適
用
の
住

居
手
当
の
改
定
に
よ
る
影
響
額

は
い
く
ら
か
。

答　

人
事
院
勧
告
の
あ
っ
た
令

和
元
年
８
月
時
点
で
、
職
員
１

１
０
５
名
の
う
ち
、
住
居
手
当

受
給
者
は
２
０
６
名
で
あ
り
、

増
額
と
な
る
者
が
82
名
、
変
更

が
な
い
者
が
６
名
、
減
額
と
な

る
者
が
１
１
８
名
で
す
。
年
額

で
約
１
５
６
万
円
の
減
額
と
な

り
ま
す
。

●
本
会
議
で
の
主
な
論
点

賛
成
本
市
で
は
従
来
か
ら
人
事

院
の
給
与
勧
告
に
基
づ
き
改
定

さ
れ
た
国
家
公
務
員
の
給
与
法

等
に
準
拠
し
た
給
与
改
定
を
行

い
、
官
民
の
給
与
較
差
を
是
正

し
均
衡
を
図
っ
て
き
た
。
ま
た
、

近
隣
他
市
で
も
同
様
の
措
置
を

講
じ
る
予
定
で
あ
る
と
聞
い
て

い
る
。

反
対
家
賃
が
５
万
９
０
０
０
円

よ
り
低
い
職
員
は
、
生
活
補
助

給
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
住
居

手
当
が
減
額
と
な
る
。
ま
た
、

職
員
組
合
と
の
合
意
が
さ
れ
て

お
ら
ず
、
市
と
職
員
と
の
間
の

信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
。

●
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

条
例
の
一
部
改
正

（
第
54
号
議
案
）

　

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報

通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
の
改
正
に
伴
い
、
引
用
規

定
を
整
理
し
ま
す
。

●
総
務
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

問　

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
法
律
が
改
正
さ
れ
た
理
由
は
。

答　

従
来
の
行
政
手
続
の
オ
ン

ラ
イ
ン
化
に
関
す
る
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
活
動
に

お
い
て
社
会
全
体
が
情
報
通
信

技
術
の
便
益
を
享
受
で
き
る
社

会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
改
正

さ
れ
た
も
の
で
す
。

問　

法
律
の
改
正
に
よ
る
書
面

審
理
に
係
る
引
用
規
定
の
整
理

の
ほ
か
、
運
用
上
ど
の
よ
う
な

変
更
が
あ
る
の
か
。

答　

書
面
審
理
の
際
に
市
長
が

手話言語条例の制定などを議決
12月市議会定例会は、12月５日から16日までの12日間の会期で開き、

議案18件、請願１件、意見書案２件を審議しました。
手話言語条例の制定など、主な内容をお知らせします。

 5 日  本会議〔会期の決定、諸般の報告、
市長の所信表明、議案説明、質疑、
討論、採決、一般質問など〕

 6 日 本会議〔一般質問〕

 9 日 本会議〔一般質問〕

 10 日 総務委員会

 11 日 経済委員会

 12 日  文教委員会 
議会運営委員会

 16 日  本会議〔委員長報告、意見書案説明、
質疑、討論、採決〕

■ 12月定例会の日程

12月定例会

議　案


